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1. 要望の背景、および米国の基準 

国際線に使用される航空機には、3式のVHF Systemおよび2式のHF Systemが標準で装備されています。 
 
VHFの電波が届く範囲は見通し距離に限られるため、VHF Systemは洋上では使用できません。 
HF Systemは洋上でも使用可能です。 

一方、国際線に使用される航空機の多くは、オプション装備としてSATCOM Systemを装備しています。 
（787型機では標準装備） 
 
SATCOM Systemを使用して 
・カンパニーおよび航空交通管制機関との音声通信 
・カンパニーおよび航空交通管制機関とのデータリンク通信 
を行うことができます。 
 
SATCOM Systemは北極および南極近辺の高緯度域を除き、地球上のほぼ全ての地域で使用可能です。 
 
地上インフラも含めSATCOM Systemは既に十分な使用実績があり、信頼性の高いSystemであることが実証され
ています。 

航空交通管制機関側も、(少なくともHF VoiceのBack Up手段としては）SATCOM衛星経由での航空機との音声通
信およびデータリンク通信に対応可能な所が多くなってきています。 

航空機に搭載される通信System 
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1. 要望の背景、および米国の基準 

米国航空法*1においても、本邦同様に、洋上を飛行する場合は2式以上の航空交通管制機関との通信手段*2

の装備が求められています。(FAR 121.351) 
*1  FAR : Federal Aviation Regulations 
*2  LRCS: Long Range Communication System 

米国における無線電話の定義  

FARにおいては、LRCSは以下の通り定義されています。(FAR 1.1) 
 
Long-range communication system (LRCS).  
A system that uses satellite relay, data link, high frequency, or another approved communication 
system which extends beyond line of sight.  
 

SATCOM SystemおよびHF Systemは、いずれも洋上飛行における航空交通管制との
通信手段であることが明記されています。 
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1. 要望の背景、および米国の基準 

米国におけるHF Systemの修理持ち越し基準  

装備されている2式のHF Systemのうち1式に出発前に故障が発生した場合、一定の条件を満たせばその故障
の修理を持ち越し、1式のHF System + SATCOM Systemで洋上飛行をすることが認められています。 

【条件】 
・故障は10日以内に修理すること。 
・SATCOM Systemの音声通信機能またはデータリンク通信機能が正常に作動していること。 
・HF Systemに不具合が発生した場合の代替手段が確立されていること。 
・飛行ルートが全て、SATCOM衛星のカバレッジの中に入っていること。 
・管制機関とSATCOM Systemによる音声通信を行うための電話番号が機上に登録されていること。 

（注） 
米国においても、洋上飛行のための主たる通信手段はあくまでもHF Systemであり、SATCOM System
はそのBack Upという位置付けです。 
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第147条 
法第60条の規定により、航空運送事業の用に供する航空機に装備しなければならない装備は、次の各号に掲げ
る装置であって、当該各号に掲げる数量以上のものとする。 
 
一. 航行中いかなるときにおいても航空交通管制機関と連絡することができる無線電話 2                               

第60条   （航空機の航行の安全を確保するための装置）  
国土交通省令で定める航空機には、国土交通省令で定めるところにより航空機の姿勢、高度、位置又は針路を
測定するための装置、無線電話その他の航空機の航行の安全を確保するために必要な装置を装備しなければ、
これを航空の用に供してはならない。 

【航空法】 

【航空法施行規則】 

本邦においては、無線電話に関する詳細な基準は電波法に定められています。 

2. 航空法および電波法の関連記載 
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（定義）  
第2条  この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。  
一  「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。  
二  「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。  
三  「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。  
四 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。  

【電波法】 

2. 航空法および電波法の関連記載 

電波法および関連規則の中では、 
航空機に搭載されるVHFおよびHF System →「航空機局」 
航空機に搭載されるSATCOM System            →「航空機地球局」 
として、それぞれ取り扱われます。 
 
 

電波法および関連規則においては、「航空機局」、「航空機地球局」に関する各種の基準（電波に関する基準、
免許の取り扱い方法、運用方法など）が定められています。 
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上記の修理持ち越し基準設定にあたり、電波法および関連規則上の制約が特に無い
ことを、確認させていただきたいと考えています。 

3. 要望事項 

米国で既に認められている、「2式あるHF Systemのうち1式が出発前に故障した場合、その修理を一時
的に持ち越して、”1式のHF System + SATCOM System”で洋上飛行する」ことを可能にする修理持ち越し
基準を、設定したいと考えています。 

航空法の観点からは、「航行中いかなるときも航空交通管制と連絡のとれる」という条件を満たすのであ
れば、無線電話の種類は特に限定しないとの見解を航空局よりいただいています。 

また電波法の観点からも、「航空機局」および「航空機地球局」それぞれについて既に基準が定められ
ており、上記の修理持ち越し基準の設定にあたっては、特に現行基準の変更は必要無いと認識してい
ますが、関連規則を含めて記載が多岐にわたっており、正確な判断ができかねる状況です。 
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3. 要望事項 

実現した場合のメリット 

②コスト削減 

特に海外支店において修理持ち越しが可能となることで、高価な交換用部品の海外支店配備数を削減する
事ができ、安全性を確保しながらコスト削減が可能となります。 

①出発遅延の最小化 
海外空港にてHF Systemに不具合が発生し自社部品の保有も無く、他社からの借用も不可の場合、修理持ち
越しが可能となることで安全性を確保しながら出発遅延を最小化することが可能となります。 
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MMEL Policy Letter 106 Revision 3 (2005年10月7日付け） 

特定の機体システムに関して、DDG (後述）の設定方針を示すもの。 

米国の基準 関連資料 

４. 参考 
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DDG (Dispatch Deviation Guide) 

機体メーカーが作成する、機体システムに不具合が発生した場合の修理持ち越し基準。 
各機種毎に作成される。 
修理の持ち越し可否、修理期限、修理を持ち越す場合に必要な処置等が記載されている。 
 
（このDDGにベースに、各航空会社が修理持ち越し基準を設定している。） 

米国の基準 関連資料 
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例：Boeing 787型機のDDG (HF System関連) 
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